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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックス基板と、
　外部に露出しており、上記セラミックス基板上に設けられた第１の外部端子および第２
の外部端子と、
　上記セラミックス基板上に設けられた金属層と、
　上記第１の外部端子および上記第２の外部端子と電気的に接続され、かつ、上記金属層
の上面の上方に設けられた発光ダイオードチップと、
　上記金属層の厚さより大きい厚さを有し、上記金属層の下側に接続されている複数の金
属ビアと、
　上記発光ダイオードチップを覆う蛍光体含有樹脂と、
　上記蛍光体含有樹脂上に設けられており、ドーム型の外形形状を有する透明樹脂とを備
え、
　上記第１の外部端子は上記セラミックス基板の表面に沿って延伸する第１の水平部を有
し、
　上記第２の外部端子は上記セラミックス基板の表面に沿って延伸する第２の水平部を有
し、
　上記第１の水平部は外部に露出した第１の外部露出部を有し、
　上記第２の水平部は外部に露出した第２の外部露出部を有し、
　上記第１の外部露出部が上記金属層に対向するように、上記第１の外部露出部は上記セ
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ラミックス基板の上記表面に対して垂直な方向において上記金属層と重なり、
　上記第２の外部露出部が上記金属層に対向するように、上記第２の外部露出部は上記セ
ラミックス基板の上記表面に対して垂直な方向において上記金属層と重なり、
　上記セラミックス基板は長方形の形状を有し、
　上記セラミックス基板の上記表面に対して垂直な方向から見たとき、上記透明樹脂の直
径は上記セラミックス基板のそれぞれの辺より小さいことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　上記セラミックス基板は複数のセラミックス層を含み、
　上記複数の金属ビアは、上記複数のセラミックス層が積層する方向に延伸していること
を特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　上記発光ダイオードチップの上面の位置は上記セラミックス基板の上面の位置より高い
ことを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　上記セラミックス基板は平らであることを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード（ＬＥＤ）チップと、当該ＬＥＤチップからの光を効率よく
外部に取り出すための反射層とを備えた発光装置に関し、特に、上記反射層の変質、劣化
、ならびに反射率の低下を防ぐ発光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１１は、ＬＴＣＣ（低温同時焼成セラミックス）基板を使用した従来の発光装置を示
す断面図である（特許文献１参照）。上記発光装置は、ＬＴＣＣ基板５０、銀エポキシ５
２、反射障壁５１、透明エポキシ５３、およびＬＥＤダイ５４から成っている。本従来例
において、ＬＥＤダイ５４からの出射光は反射障壁５１によって反射され、出射光のロス
が低減されている。またＬＥＤダイ５４からの熱は、反射障壁５１によって、関連する熱
拡散部（図示せず）、及びＬＴＣＣ基板５０に放熱される。ＬＴＣＣ基板を用いた発光装
置のＬＴＣＣパッケージングは、密に詰め込まれたＬＥＤダイまたはＬＥＤアレイによっ
て発生した熱を分散するのに特に適する。
【０００３】
　図１２は、ワイヤボンディングを有するＬＴＣＣチップキャリアを示す断面図である（
特許文献２参照）。このＬＴＣＣチップキャリアはマザーボード６５上に順にヒートスプ
レッダ６７、第２層ＬＴＣＣ６１、及び頂部層ＬＴＣＣ６０を備えている。頂部層ＬＴＣ
Ｃ６０は中央に空洞を有している。空洞内には第２層ＬＴＣＣ６１を貫くように形成され
た熱的ビア６２上に、１つのＬＥＤチップ４が接着剤等で固定されている。ＬＥＤチップ
４は第２層ＬＴＣＣ６１上に形成された第２層端子６４に、ワイヤ９０によりワイヤ・ボ
ンディング接続されている。第２層端子６４は、頂部層ＬＴＣＣ６０上に形成された頂部
端子６３にビア６８を介して接続されている。さらに頂部端子６３は、マザーボード６５
上に形成された外部端子６６に、ワイヤ９１によりワイヤ・ボンディング接続されている
。頂部端子６３、第２層端子６４、外部端子６６、及びヒートスプレッダ６７は同時焼成
可能な導体により形成される。ＬＥＤチップを含む頂部層ＬＴＣＣ６０内の空洞は、エポ
キシ樹脂６９または他の有機材料によって封止される。さらに熱散逸のために、マザーボ
ード６５の下側に、種々の方法によってヒートシンク７０が設置される。
【０００４】
　ＬＴＣＣは、有機材料より高い固有の熱伝導率を有している。また熱的ビア６２及びメ
タライゼーションされた導体面を備えることでさらに熱伝導率を高め、発光装置の放熱性
を改善することができる。
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【０００５】
　また、ＬＥＤの発光効率を向上するための技術として、ＬＥＤの発光層と支持基板との
間に、金属反射層を設ける技術が提案されている（非特許文献１参照）。これは、ＬＥＤ
から照射される支持基板側への光を金属反射層が反射することにより、ＬＥＤの発光量を
高めることができるというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００７－５３３０８２号公報（２００７年１１月１５日公表）
【特許文献２】特開２００７－１２９１９１号公報（２００７年５月２４日公開）
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】HITACHI Cable（日立電線株式会社）、”６５ルーメン／ワットの高輝
度赤色ＬＥＤチップを開発”、ニュースリリース：製品、[online]、２００７年１２月１
７日、日立電線株式会社、［２００８年５月１日検索］、インターネット(http://www.hi
tachi-cable.co.jp/products/news/20071217.html)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記従来の構成では、下記の問題を生じる。
【０００９】
　ＬＴＣＣ基板は、セラミックスとガラスとの複合材料から成る基板である。材料によっ
てはＬＴＣＣ基板がＬＥＤチップからの光を透過または吸収することにより、発光出力の
低下を招く。しかしながら、特許文献１、２に挙げた上記従来の構成では、ＬＴＣＣ基板
表面での光反射および光透過対策については何ら対策がとられていない。また、上記従来
の構成では、ＬＥＤチップ搭載面の横に段差がある構造をとっているため出射光のロスと
なる。そのため、上記従来の構成は、ハイパワーＬＥＤを実現する構成になっていない。
【００１０】
　また、非特許文献１が示す構成では、上記金属反射層は、例えば外界の水分または酸素
等により、変質または劣化、さらにはそれに起因した反射率の低下が生じるという問題が
ある。
【００１１】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、光の取り出し効率
を高くした発光装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様に係る発光装置は、セラミックス基板と、外部に露出しており、上記セ
ラミックス基板上に設けられた第１の外部端子および第２の外部端子と、上記セラミック
ス基板上に設けられた金属層と、上記第１の外部端子および上記第２の外部端子と電気的
に接続され、かつ、上記金属層の上面の上方に設けられた発光ダイオードチップと、上記
金属層の厚さより大きい厚さを有し、上記金属層の下側に接続されている複数の金属ビア
と、上記発光ダイオードチップを覆う蛍光体含有樹脂と、上記蛍光体含有樹脂上に設けら
れており、ドーム型の外形形状を有する透明樹脂とを備え、上記第１の外部端子は上記セ
ラミックス基板の表面に沿って延伸する第１の水平部を有し、上記第２の外部端子は上記
セラミックス基板の表面に沿って延伸する第２の水平部を有し、上記第１の水平部は外部
に露出した第１の外部露出部を有し、上記第２の水平部は外部に露出した第２の外部露出
部を有し、上記第１の外部露出部が上記金属層に対向するように、上記第１の外部露出部
は上記セラミックス基板の上記表面に対して垂直な方向において上記金属層と重なり、上
記第２の外部露出部が上記金属層に対向するように、上記第２の外部露出部は上記セラミ
ックス基板の上記表面に対して垂直な方向において上記金属層と重なり、上記セラミック
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ス基板は長方形の形状を有し、上記セラミックス基板の上記表面に対して垂直な方向から
見たとき、上記透明樹脂の直径は上記セラミックス基板のそれぞれの辺より小さい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一態様によれば、出射光のロスを減少させ有効に活用できるため、発光装置の
発光量を高めることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施の形態１の発光装置を示す概略平面図である。
【図２】上記発光装置の発光部の配線パターンを示す概略平面図である。
【図３】上記発光装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図４】上記発光装置を示す概略断面図である。
【図５】上記発光装置を用いた蛍光灯形ＬＥＤ照明器具を示す斜視図である。
【図６】上記発光装置を用いた電球形ＬＥＤ照明器具を示す側面図である。
【図７】（ａ）は実施の形態２の発光装置を示す概略断面図であり、（ｂ）はその概略平
面図である。
【図８】実施の形態３の発光装置を示す概略断面図である。
【図９】実施の形態４の発光装置を示す概略断面図である。
【図１０】実施の形態５の発光装置を示す概略断面図である。
【図１１】従来の発光装置を示す概略断面図である。
【図１２】従来の発光装置を示す概略断面図である。
【図１３】実施の形態６の発光装置の構造を示す平面図および断面図である。
【図１４】発光装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図１５】積層体の構成を示す断面図である。
【図１６】発光装置の製造方法を示す断面図である。
【図１７】実施の形態７の発光装置の構造を示す断面図である。
【図１８】実施の形態８の発光装置の構造を示す断面図である。
【図１９】実施の形態９の面光源の構造を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　［実施の形態１］
　図１に本発明の実施の形態の一つによる発光装置１０００を上面から見た模式図を示す
。発光装置１０００は、低温同時焼成セラミックス（ＬＴＣＣ）基板１上に、順に銀反射
層（図示せず）及びガラス層（被覆層）３が形成された構造を持ち、その上に発光部１０
０１を備えている。発光部１００１は蛍光体含有封止樹脂６で封止されている。ＬＴＣＣ
基板１上にはさらに、正電極外部接続端子８及び負電極外部接続端子７が設けられており
、それぞれの外部接続端子には外部配線１５が接続されている。外部配線１５はＬＴＣＣ
基板１に設けられた外部配線用穴１６を通って外部に配線される。ＬＴＣＣ基板１は発光
装置１０００をネジによって他の装置へ固定するための取り付け部１３を有する。ここで
、発光装置１０００の外形形状をほぼ正方形状にし、発光部１００１の形状はほぼ長方形
状とした。
【００１６】
　図２は発光装置１０００の配線パターン等を示す平面図である。ＬＴＣＣ基板１上に形
成されたガラス層３の上に、細長い長方形状の配線パターン（接続部）９が互いに平行に
、かつ、互いに距離をおいて複数形成されている。配線パターン９は正電極外部接続端子
８と、負電極外部接続端子７とに接続されている。配線パターン９間にはＬＥＤチップ（
半導体装置）を搭載するためのチップ載置部４１が設けられている。
【００１７】
　図３（ａ）～図３（ｄ）及び図４は発光装置１０００の製造方法を示す概略断面図であ
る。
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【００１８】
　（ａ）厚さ２ｍｍのＬＴＣＣ基板１上に、メッキ法を用いて銀膜を形成し、厚さ０．２
ｍｍの銀反射層（光反射層）２を形成する。
【００１９】
　前記銀反射層２上に厚さ０．００６ｍｍのガラス層３を形成する。
【００２０】
　前記ガラス層３上にスクリーン印刷法を用いて配線パターン９（厚さ０．０７ｍｍ、幅
０．４５ｍｍ、間隔２ｍｍ）を形成する。ここではガラス層の表面粗化を行うことなくガ
ラス表面を清浄化して湿潤性を与え、次に化学的結合を強化する特殊な処理をした後、触
媒活性化し、ガラス素材用に調整された無電解ニッケルめっきを直接施す方法を用いた。
【００２１】
　ここで、ＬＴＣＣ基板１は、ほう珪酸ガラス（Ｎａ２Ｏ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２）とＳｉ
Ｏ２との混合材料から成っている。銀反射層２は、銀、または銀を主成分とする銀合金（
Ａｇ、ＡｇＰｔ、Ａｇ－Ｂｉ、Ａｇ－Ｎｄ系合金）から成っている。ガラス層３は、透明
ほう珪酸ガラス（Ｎａ２Ｏ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２）をドクターブレード法（セラミックス
をシート状に成形する方法の一つ。キャリヤ（キャリヤフィルム、エンドレスベルト）上
に載せて運ばれるスリップ（原料粉末を溶剤に分散してスラリー化したその泥漿）の厚さ
をナイフエッジ（ドクターブレード）とキャリヤとの間隔を調節することによって精密に
制御して作製できる成形方法。参考：http://www.oit.ac.jp/www-ee/server/aplab/res/s
lurry.html）を用いて作製した。
【００２２】
　（ｂ）ガラス層３上の配線パターン９の間にＬＥＤチップ４（短辺幅０．２４ｍｍ、長
辺０．４８ｍｍ、厚み０．１４ｍｍ、３６個）をシリコーン樹脂を用いて固定する。次い
で、ＬＥＤチップ４と配線パターン９をボンディングワイヤ（接続部）Ｗを用いて電気的
に接続する。なお、ＬＥＤチップ４は、一般的に用いられているＬＥＤチップの構成を備
えている。
【００２３】
　（ｃ）ＬＥＤチップ４が設置された領域を囲うように略長方形状のシリコーンゴムシー
ト５を配置し、ガラス層３上に密着させる。
【００２４】
　（ｄ）次に、シリコーンゴムシート５内に蛍光体（Ｅｕ：ＢＯＳＥ（（Ｂａ・Ｓｒ）２

ＳｉＯ４：Ｅｕ））を含む封止樹脂（シリコーン）６を注入し、この蛍光体を含む封止樹
脂を熱硬化させる。
【００２５】
　蛍光物質と透光性樹脂であるシリコーン樹脂とが混合されたものを前記シリコーンゴム
シート５の枠内に注入した後、３０分間温度を１５０℃に保持し樹脂を硬化させ、蛍光体
を含む封止樹脂６を形成する。その後シリコーンゴムシート５を取り除く。
【００２６】
　図４は、こうしてＬＴＣＣ基板１上に形成された発光部１００１を示す断面図である。
【００２７】
　蛍光体を含有した封止樹脂６から、ＣＩＥの色度表でｘ、ｙ＝（０．３４５、０．３５
）となる光が得られるように形成した。こうして、発光部１００１が製造される。
【００２８】
　前記のように構成することで、ＬＥＤチップ４からの出射光のうち、特に、下面（基板
側）方向からの光はＬＴＣＣ基板１とガラス層３とで挟まれた銀反射層２で反射されるの
で、ＬＥＤチップ４からの出射光がロスなく有効に活用される。したがって発光装置１０
００の発光量を高めることができる。また、銀反射層２は、光反射層としての機能と、Ｌ
ＥＤチップ４で発生した熱をパッケージの面方向（ＬＴＣＣ基板１に対し水平方向）に放
散させる機能とを持つ。また、熱伝導率が高く放熱性のよいＬＴＣＣ基板１を用いている
ために、ＬＥＤチップ４の集積化が可能となる。したがって、熱による発光装置の変形を
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抑えることができ、色ズレなどを抑制することができる。
【００２９】
　また本実施の形態では、銀反射層２をガラス層３で覆っているので、反射層の変質、劣
化、及び反射率の低下を抑制することができる。ガラス層３は一般の樹脂に比べ酸素また
は水分等に対する隔絶性が高く、銀反射層２の経年変化を抑制することができる。またＬ
ＴＣＣ基板１及びガラス層３がともにガラスを含んでおり、基板とガラス層との密着性が
良好になるため、銀反射層２を酸素または水分等から隔絶する効果がさらに高い。
【００３０】
　反射層の材料としては前記した銀または銀合金の他に、ＬＥＤチップからの出射光を反
射する任意の金属または非金属の材料を用いることができる。例えば、９０％以上の光反
射率を有する任意の金属または非金属の材料を用いると、ＬＴＣＣ基板１側への出射光を
有効に活用でき、発光部１００１の発光量を高めることができる。
【００３１】
　また、配線パターン９としては化学的に安定な金を含む材料をもちいることが好ましい
。さらに本実施の形態では配線パターン９とガラス層３との間にニッケル層を形成してい
るので、金から成る配線パターン９とガラス層３との密着性が向上し、配線パターン９の
劣化等による経年変化をさらに抑制することができる。またニッケル層の代わりにクロム
層を形成してもよい。
【００３２】
　ここで、ガラス層３及びＬＴＣＣ基板１の材料としてのガラス粉末は、Ｎａ２Ｏ－Ｂ２

Ｏ３－ＳｉＯ２の組成から成るホウケイ酸ガラスが好ましい。熱膨張係数が小さく、熱衝
撃温度が高く、酸化ホウ素が多く含まれているため化学的に大変耐久性があるためである
。
【００３３】
　シリコーンゴムシート５（図３（ｄ）参照）は蛍光体を含有した透光性樹脂を塗布する
際のダム（樹脂漏れを防ぐ）のような機能を有している。従って、前記シリコーンゴムシ
ート５はダムシートと呼べるような特徴を有している。また、前記ダムシートは、何度も
使用することが可能である。また、前記ダムシートの形状を変えることにより発光部１０
０１の形状（蛍光体含有封止樹脂６の形状）を容易に様々な形状に変えられることを特徴
としている。
【００３４】
　ガラス層３及び銀反射層２は、シリコーンゴムシート５で囲われているＬＥＤチップ４
の搭載面全面にわたって形成されている。
【００３５】
　ここで、ＬＥＤチップ４の載置領域を本構成のようにすることにより、ＬＥＤチップ４
の載置ピッチを配線パターン９との平行方向に沿って自在に決めることができるために、
発光装置の輝度調整、色度調整、及び発熱対策が容易にできる。
【００３６】
　発光装置１０００を用いて作製した照明器具の応用例として、図５に蛍光灯形ＬＥＤラ
ンプ７０００、図６に電球形ＬＥＤランプ９０００の模式図を示す。電球形ＬＥＤランプ
９０００は口金１４を有している。蛍光灯形ＬＥＤランプ７０００ならびに電球形ＬＥＤ
ランプ９０００の構成は、発光装置１０００を備えていること以外は一般的な蛍光灯形Ｌ
ＥＤランプならびに電球形ＬＥＤランプの構成と同様である。
【００３７】
　［実施の形態２］
　図７（ａ）は本発明の他の実施の形態による発光装置１００２を示す模式断面図であり
、図７（ｂ）はその平面図である。なお、説明の便宜上、実施の形態１で用いた部材と同
一の機能を有する部材には同一の部材番号を付記し、その説明を省略する。発光装置１０
０２は、低温同時焼成セラミックス（ＬＴＣＣ）基板１０、ＬＴＣＣ基板１０上に形成さ
れた銀反射層２、銀反射層２を覆うガラス層３、ガラス層３の上に設置されたＬＥＤチッ
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プ４、及びガラス層３の上に形成された正電極外部接続端子８１と負電極外部接続端子７
１と、から成る。ＬＥＤチップ４とそれぞれの外部接続端子８１、７１はボンディングワ
イヤＷで電気接続されている。ＬＥＤチップ４とボンディングワイヤＷとはドーム状の蛍
光体含有封止樹脂６１で封止されている。外部接続端子８１、７１はＬＴＣＣ基板１０の
それぞれ反対側の側面まで延びて形成されている。
【００３８】
　ＬＴＣＣ基板１０は多層（１０層）のＬＴＣＣ層１０ａ～１０ｊから成っており、銀で
形成された複数の放熱ビア２１が、ＬＴＣＣ基板１０の各層を貫通して、すなわちＬＴＣ
Ｃ基板１０に対して垂直方向に、それぞれ形成され、かつ、それぞれ銀反射層２に接続さ
れている。ここで、ＬＴＣＣ基板１０はグリーンシートを１０枚積層して作製される。尚
、本実施の形態はＬＥＤチップ４を４個設置したものであるが、図７（ａ）には簡単のた
め１つのＬＥＤチップの断面を示す。
【００３９】
　以下に発光装置１００２の製造方法を示す。
【００４０】
　工程（１）：セラミックス粉末（Ａｌ２Ｏ３粉末　３０重量％）とガラス粉末（ほう珪
酸ガラス粉末　７０重量％）とを一定比率で配合・混合し原料とする。混合された原料に
有機系のバインダ（アクリル樹脂）と溶剤（トルエン）とを加え、均一になるまで分散さ
せ、スラリーと呼ばれるグリーンシートのもとになる材料を作製する。スラリーはドクタ
ーブレード成形機でＰＥＴフィルム上に一定の厚さで塗布され、乾燥工程を経て巻き取ら
れる。ここで作製されたシート状の材料はグリーンシート（厚さ０．１ｍｍ）と呼ばれる
。前記グリーンシートを最適な大きさに切断する。放熱ビア２１用のビアとなる穴開け加
工（パンチング加工）を施す。前記の穴へ放熱材料（銀ペースト）を充填し、一層のＬＴ
ＣＣ層（厚さ０．１ｍｍ）を作製する。こうして作製された各ＬＴＣＣ層（１０ａ，１０
ｂ，１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ，１０ｆ，１０ｇ，１０ｈ，１０ｉ，１０ｊ）を積層（１０
層）し、加熱圧着し、焼成工程（８５０℃）を経てＬＴＣＣ基板１０が作製される。
【００４１】
　工程（２）：ＬＴＣＣ基板１０（厚さ１ｍｍ）上に、銀膜（厚さ０．２５ｍｍ）をメッ
キ法を用いて形成し、銀反射層２を形成する。ここで、グリーンシートのガラス粉末とし
てほう珪酸ガラス（Ｎａ２Ｏ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２）、セラミックス粉末としてＡｌ２Ｏ

３を用いた。
【００４２】
　工程（３）：前記銀反射層２上にガラス層３（厚さ０．０１ｍｍ）を形成する。ここで
、ガラス層３は、透明ほう珪酸ガラス（Ｎａ２Ｏ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２）をドクターブレ
ード法を用いて作製した。
【００４３】
　工程（４）：前記ガラス層３上にスクリーン印刷法を用いて外部接続端子７１、８１（
厚さ０．７ｍｍ、幅０．４５ｍｍ）を金で形成する。
【００４４】
　工程（５）：ガラス層３上にＬＥＤチップ４（短辺幅０．２４ｍｍ、長辺０．４８ｍｍ
、厚み０．１４ｍｍ、４個）をシリコーン樹脂（図示せず）を用いて固定する。次いでＬ
ＥＤチップ４と外部接続端子７１、８１とを、ボンディングワイヤＷを用いて電気的接続
する。
【００４５】
　工程（６）次に、蛍光体（Ｅｕ：ＢＯＳＥ）を含む封止樹脂（シリコーン）６１を形成
し、この蛍光体含有封止樹脂６１を熱硬化させる。蛍光体含有封止樹脂６１は、蛍光物質
と透光性樹脂であるシリコーン樹脂とを混合したものを、３０分間温度を１５０℃に保持
し樹脂を硬化させ形成される。尚、本実施の形態では蛍光体含有封止樹脂６１がＣＩＥの
色度表でｘ、ｙ＝（０．３４５、０．３５）となる光が得られるように形成した。こうし
て発光部が製造される。
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【００４６】
　ここで銀反射層２はＬＥＤチップ４からＬＴＣＣ基板１０の方向へ出射された光を外部
へ取り出すのに有効である。また本実施の形態では、銀反射層２をガラス層３で覆ってい
るので、反射層の変質、劣化、及び反射率の低下を抑制することができる。ガラス層３は
一般の樹脂に比べ酸素または水分等に対する隔絶性が高く、銀反射層２の経年変化を抑制
することができる。
【００４７】
　また、銀で形成された放熱ビア２１はＬＥＤチップ４から生じる熱を基板の垂直方向へ
伝えるために、効果的に外部に放熱させることができる。この効果は、銀反射層２と放熱
ビア２１とが接触していることによって、ＬＥＤチップ４から発生した熱が銀反射層２を
介して放熱ビア２１に効率よく伝わるために、より顕著となる。放熱ビア２１は、銀だけ
でなく、任意の金属で形成することができる。また銀反射層２と同じように銀を主成分と
する銀合金（ＡｇＰｔ、Ａｇ－Ｂｉ、Ａｇ－Ｎｄ系合金）によって形成してもよい。
【００４８】
　また、発光装置１００２のＬＴＣＣ基板１０の下側にヒートシンク（図示せず）を設置
してもよい。それにより、さらに発光装置の放熱性を高め、発熱による色ズレを抑制する
ことができる。その際、放熱ビア２１はヒートシンクと接触していることが好ましい。
【００４９】
　なお、放熱ビア２１は、ＬＴＣＣ基板１０内に透過してきたＬＥＤチップ４からの光を
反射する効果があり、ＬＴＣＣ基板１０表面から見て銀反射層２が形成されていない領域
に放熱ビア２１を延ばして配置することで、ＬＴＣＣ基板１０表面側への光の取り出しを
さらに改善できる。
【００５０】
　［実施の形態３］
　図８は本発明の他の実施の形態による発光装置１００５を示す模式断面図である。なお
、説明の便宜上、実施の形態２で用いた部材と同一の機能を有する部材には同一の部材番
号を付記し、その説明を省略する。本実施の形態が実施の形態２と違うのは、蛍光体含有
封止樹脂の代わりに、蛍光体を含んだ蛍光体含有樹脂部６３と、蛍光体含有樹脂部６３を
覆うように形成された透明樹脂部６４とからなるドーム形状の封止樹脂によって、ＬＥＤ
チップ４とボンディングワイヤＷとが封止されている点である。蛍光体含有樹脂部６３及
び透明樹脂部６４はそれぞれドーム形状をしている。
【００５１】
　前記のように構成することで、蛍光体含有樹脂部６３を透明樹脂部６４によって保護す
ることができる。また、封止樹脂及び各樹脂部がドーム形状であるため、ＬＥＤチップ４
からの照射光の屈折方向は連続的に変化する。そのため、照射光の強度の空間的なむらを
低減することができる。
【００５２】
　透明樹脂部６４としては、透明度が確保でき、かつ硬度の高い素材を用いるのが好まし
いが、材料に特に限定はない。
【００５３】
　［実施の形態４］
　図９は本発明の他の実施の形態による発光装置１００３を示す模式断面図である。なお
、説明の便宜上、実施の形態２で用いた部材と同一の機能を有する部材には同一の部材番
号を付記し、その説明を省略する。発光装置１００３は、低温同時焼成セラミックス（Ｌ
ＴＣＣ）基板１１、ＬＴＣＣ基板１１上に形成された銀反射層２、ＬＴＣＣ基板１１上で
銀反射層２だけを覆うガラス層３、ガラス層３の上に設置されたＬＥＤチップ４、及びＬ
ＴＣＣ基板１１上に形成された正電極外部接続端子８１と負電極外部接続端子７１と、か
ら成る。ＬＥＤチップ４とそれぞれの外部接続端子８１、７１とはボンディングワイヤＷ
で電気接続されている。ＬＥＤチップ４とボンディングワイヤＷと外部接続端子８１，７
１とは蛍光体含有封止樹脂６２で封止されている。ＬＴＣＣ基板１１は多層（１０層）の
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ＬＴＣＣ層１１ａ～１１ｊから成り、銀で形成された複数の放熱ビア２１が、各層を貫通
して、すなわちＬＴＣＣ基板１１に対して垂直方向に、それぞれ形成され銀反射層２に接
続されている。また、外部接続端子８１、７１はＬＴＣＣ基板１１を貫通する２つの配線
ビア（放熱ビア）２２にそれぞれ接続されており、各配線ビア２２はＬＴＣＣ基板１１の
下面側に形成された外部端子８２、７２にそれぞれ接続されている。ここで、ＬＴＣＣ基
板１１はグリーンシートを１０枚積層して作製される。尚、本実施の形態はＬＥＤチップ
４を４個設置したものであるが、図９には簡単のため１つのＬＥＤチップの断面を示す。
【００５４】
　以下に発光装置１００３の製造方法を示す。
【００５５】
　工程（１）：セラミックス粉末（Ａｌ２Ｏ３粉末　３０重量％）とガラス粉末（ほう珪
酸ガラス粉末　７０重量％）を一定比率で配合・混合する。混合された原料に有機系のバ
インダ（アクリル樹脂）と溶剤（トルエン）とを加え、均一になるまで分散させ、スラリ
ーと呼ばれるグリーンシートのもとになる材料を作製する。スラリーはドクターブレード
成形機でＰＥＴフィルム上に一定の厚さで塗布され、乾燥工程を経て巻き取られる。ここ
で作製されたシート状の材料はグリーンシート（厚さ０．１ｍｍ）と呼ばれる。前記グリ
ーンシートを最適な大きさに切断する。放熱ビア２１及び配線ビア２２用のビアとなる穴
開け加工（パンチング加工）を施す。放熱ビア２１及び配線ビア２２となる穴へ材料（銀
ペースト）を充填し、一層のＬＴＣＣ層（厚さ０．１ｍｍ）を作製する。こうして作製さ
れた各ＬＴＣＣ層（１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ，１１ｅ，１１ｆ，１１ｇ，１１ｈ
，１１ｉ，１１ｊ）を積層（１０層）し、加熱圧着し、焼成工程（８５０℃）を経てＬＴ
ＣＣ基板１１が作製される。
【００５６】
　工程（２）：ＬＴＣＣ基板１１（厚さ１ｍｍ）上に、銀膜２（厚さ０．２５ｍｍ）をメ
ッキ法を用いて形成し、銀反射層２を形成する。ここで、グリーンシートのガラス粉末と
してほう珪酸ガラス（Ｎａ２Ｏ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２）、セラミックス粉末としてＡｌ２

Ｏ３を用いた。
【００５７】
　工程（３）：前記銀反射層２上にガラス層３（厚さ０．００７ｍｍ）を形成する。ここ
で、ガラス層３は、透明ほう珪酸ガラス（Ｎａ２Ｏ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２）をドクターブ
レード法を用いて作製した。
【００５８】
　工程（４）：前記ＬＴＣＣ基板１１の配線ビア２２上に、スクリーン印刷法を用いてガ
ラス層３を挟むように外部接続端子８１，７１（厚さ０．７ｍｍ、幅０．４５ｍｍ）を金
で形成する。
【００５９】
　工程（５）：ガラス層３上にＬＥＤチップ４（短辺幅０．２４ｍｍ、長辺０．４８ｍｍ
、厚み０．１４ｍｍ、４個）をシリコーン樹脂を用いて固定する。ＬＥＤチップ４と外部
接続端子８１，７１とをボンディングワイヤＷを用いて電気的接続する。
【００６０】
　工程（６）：次に、蛍光体（Ｅｕ：ＢＯＳＥ）を含む封止樹脂（シリコーン）６２を形
成し、この蛍光体含有封止樹脂６２を熱硬化させる。蛍光体含有封止樹脂６２は、蛍光物
質と透光性樹脂であるシリコーン樹脂とを混合したものを、３０分間温度を１５０℃に保
持し樹脂を硬化させ形成される。尚、本実施の形態では、蛍光体含有封止樹脂６２がＣＩ
Ｅの色度表でｘ、ｙ＝（０．３４５、０．３５）となる光が得られるように形成した。こ
うして発光部が製造される。
【００６１】
　ここで、ＬＥＤチップ４からの熱がボンディングワイヤＷを介して外部接続端子８１，
７１に伝わる。ＬＴＣＣ基板１１の下側に形成された外部端子８２，７２はそれぞれ外部
接続端子８１，７１と配線ビア２２を介して接続している。そのため、外部接続端子８１
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，７１に伝わった熱は外部端子８２、７２に伝わり放熱されることになる。この効果は、
外部接続端子８１，７１と配線ビア２２とが接触していることによって、ＬＥＤチップ４
から発生した熱がボンディングワイヤＷを介して配線ビア２２に効率よく伝わるために、
より顕著となる。配線ビア２２は、銀だけでなく、任意の金属で形成することができる。
また銀反射層２と同じように銀を主成分とする銀合金（ＡｇＰｔ、Ａｇ－Ｂｉ、Ａｇ－Ｎ
ｄ系合金）によって形成してもよい。尚、ＬＴＣＣ基板１１上の外部接続端子８１，７１
に接続する配線ビア２２を設けることができるのは、ガラス層３が銀反射層２だけを覆っ
ているためである。
【００６２】
　ここで銀反射層２はＬＥＤチップ４からＬＴＣＣ基板１０の方向へ出射された光を外部
へ取り出すのに有効である。また本実施の形態では、銀反射層２をガラス層３で覆ってい
るので、反射層の変質、劣化、及び反射率の低下を抑制することができる。ガラス層３は
一般の樹脂に比べ酸素または水分等に対する隔絶性が高く、銀反射層２の経年変化を抑制
することができる。
【００６３】
　ここで、発光装置１００３のＬＴＣＣ基板１１の下側にヒートシンク（図示せず）を設
置してもよい。その際、放熱ビア２１はヒートシンクと接触していることが好ましい。
【００６４】
　［実施の形態５］
　図１０は本発明の他の実施の形態による発光装置１００４を示す模式断面図である。な
お、説明の便宜上、実施の形態４で用いた部材と同一の機能を有する部材には同一の部材
番号を付記し、その説明を省略する。発光装置１００４は、アルミナ基板１２、アルミナ
基板１２上に形成された銀反射層２、銀反射層２だけを覆うガラス層３、ガラス層３の上
に設置されたＬＥＤチップ４、及びアルミナ基板１２上に形成された正電極外部接続端子
８１と負電極外部接続端子７１と、から成る。ＬＥＤチップ４とそれぞれの外部接続端子
８１、７１とはボンディングワイヤＷで電気接続されている。ＬＥＤチップ４とボンディ
ングワイヤＷと外部接続端子８１，７１とは蛍光体含有封止樹脂６２で封止されているが
、図１０の奥行き方向に関しては、アルミナ基板１２の全面を覆っているわけではない。
アルミナ基板１２上には正電極接続ランド８１及び負電極接続ランド７１を表面に露出さ
せ、外部電源（図示せず）と接続できるようするために、封止されていない領域がある。
尚、本実施の形態はＬＥＤチップ４を３６個設置したものであるが、図９には簡単のため
１つのＬＥＤチップの断面を示す。
【００６５】
　以下に発光装置１００４の製造方法を示す。
【００６６】
　工程（１）：アルミナ基板１２（厚さ２ｍｍ）上に銀膜２（厚さ０．２ｍｍ）をメッキ
法を用いて形成し、銀反射層２を形成する。
【００６７】
　工程（２）：前記銀反射層２上にガラス層３（厚さ０．００６ｍｍ）を形成する。ここ
で、ガラス層３は、透明ほう珪酸ガラス（Ｎａ２Ｏ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２）をドクターブ
レード法を用いて作製した。
【００６８】
　工程（３）：前記アルミナ基板１２上にスクリーン印刷法を用いて外部接続端子８１，
７１（厚さ０．０７ｍｍ、幅０．４５ｍｍ、長さ２ｍｍ）を形成する。
【００６９】
　工程（４）：ガラス層３上にＬＥＤチップ４（短辺幅０．２４ｍｍ、長辺０．４８ｍｍ
、厚み０．１４ｍｍ、３６個）をシリコーン樹脂を用いて固定する。次いでＬＥＤチップ
４と外部接続端子８１，７１とをボンディングワイヤＷを用いて電気的接続する。
【００７０】
　工程（５）：次に、蛍光体（Ｅｕ：ＢＯＳＥ）を含む封止樹脂（シリコーン）６２を注



(11) JP 6058195 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

入し、この蛍光体含有封止樹脂を熱硬化させる。蛍光体含有封止樹脂６２は、蛍光物質と
透光性樹脂であるシリコーン樹脂とを混合したものを、３０分間温度を１５０℃に保持し
樹脂を硬化させ形成される。尚、本実施の形態では、蛍光体含有封止樹脂６２がＣＩＥの
色度表でｘ、ｙ＝（０．３４５、０．３５）となる光が得られるように形成した。こうし
て発光部が製造される。
【００７１】
　また本実施の形態では、銀反射層２をガラス層３で覆っているので、反射層の変質、劣
化、及び反射率の低下を抑制することができる。ガラス層３は一般の樹脂に比べ酸素また
は水分等に対する隔絶性が高く、銀反射層２の経年変化を抑制することができる。
【００７２】
　また、ガラス層３上の外部接続端子８１，７１としては化学的に安定な金を含む材料を
もちいることが好ましい。
【００７３】
　各実施の形態において、ガラス層及びＬＴＣＣ基板の材料であるガラス粉末としては、
シリカガラス、ソーダ石灰ガラス、ほう珪酸ガラス、アルミノホウ珪酸ガラス、ほう珪酸
亜鉛ガラス、アルミノ珪酸ガラス及び／または燐酸ガラスなどが挙げられ、特に、ほう珪
酸系ガラスが好適である。
【００７４】
　また、ＬＴＣＣ基板の材料であるセラミック粉末は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２

、ＴｉＯ２、ＺｎＯ、ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ４、ＭｇＳｉＯ３、ＭｇＳｉＯ４、
Ｚｎ２ＳｉＯ４、Ｚｎ２ＴｉＯ４、ＳｒＴｉＯ３、ＣａＴｉＯ３、ＭｇＴｉＯ３、ＢａＴ
ｉＯ３、ＣａＭｇＳｉ２Ｏ６、ＳｒＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＢａＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＣａＡｌ

２Ｓｉ２Ｏ８、Ｍｇ２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８、Ｚｎ２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８、ＡｌＮ、ＳｉＣ
、ムライト及びゼオライトなどが挙げられる。また、ＬＴＣＣ基板は、セラミックスを基
材とする基板に代替可能である。
【００７５】
　封止樹脂の材料としては、エポキシ樹脂、ユリア樹脂またはシリコーン樹脂などの耐候
性に優れた透明樹脂、または、耐光性に優れたシリカゾルまたは硝子などの透光性無機材
料、が好適に用いられる。また、封止樹脂には蛍光体と共に拡散剤を含有させても良い。
具体的な拡散剤としては、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素
、炭酸カルシウム、または二酸化珪素等が好適に用いられる。
【００７６】
　ＬＥＤチップとしては、サファイア基板上に窒化ガリウム系の発光部を形成した青色Ｌ
ＥＤチップを用いている。
【００７７】
　蛍光体としては、Ｃｅ：ＹＡＧ（セリウム賦活イットリウム・アルミニウム・ガーネッ
ト）蛍光体、Ｅｕ：ＢＯＳＥあるいはＳＯＳＥ（ユーロピウム賦活ストロンチウム・バリ
ウム・オルソシリケート）蛍光体、ユーロピウム賦活αサイアロン蛍光体等を好適に用い
ることができる。
【００７８】
　なお、樹脂封止体（蛍光体含有封止樹脂）を形成する際にモールド用の封止樹脂を滴下
していてもよい。また、金型を用いて樹脂封止体を形成してもよく、この樹脂封止体の形
状として、樹脂封止体を例えば上方に凸となる半球状の形状に形成して樹脂封止体にレン
ズとしての機能を持たせることも可能である。
【００７９】
　ここで、ＬＥＤチップの接着は熱硬化性樹脂（接着用樹脂）などによって行うことがで
きる。具体的には、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂及びイミド樹脂などが
挙げられる。
【００８０】
　前記した各実施の形態においては、ＬＥＤチップとして窒化ガリウム系化合物半導体よ
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り成る青色系ＬＥＤチップを使用したが、ＺｎＯ（酸化亜鉛）系化合物半導体より成る青
色系のＬＥＤチップを使用してもよい。また、ＩｎＧａＡｌＰ系、ＡｌＧａＡｓ系化合物
半導体のＬＥＤチップを用いてもよいことは言うまでもない。
【００８１】
　なお、各実施の形態においてＬＥＤチップの一方の面にＰ側電極及びＮ側電極が形成さ
れ、その面を上面として２本のワイヤーボンディングを行った状態を示したが、ＬＥＤチ
ップの接続形状はこれに限らない。ガラス層上に配線を形成し、ＬＥＤチップの端子をは
んだ等で直接配線に接続してもよい。また、ＬＥＤチップとして青色発光を示したが、発
光色はこれに限定されず、例えば紫外線発光のものや緑色発光のものを用いてもよい。ま
た、ＬＥＤチップから発する光を蛍光体によって変換して、白色を得る方法を示したが、
蛍光体を用いずに例えば赤、緑、青の３色のＬＥＤチップをそれぞれ用いて白色または電
球色など照明に必要な色を得ても良い。
【００８２】
　［実施の形態６］
　（発光装置）
　実施の形態６の発光装置の構造を示す平面図および断面図を図１３（ａ）及び図１３（
ｂ）に示す。図１３（ｂ）において、発光装置２００１は、カップ状の凹部１０８を備え
たパッケージ１１０と、ＬＥＤチップ１１２と、蛍光体１１４を備える。ＬＥＤチップ１
１２は凹部１０８底面の略中央部であるチップ載置部１１３にダイボンディングされ、蛍
光体１１４が分散された封止樹脂１１６により被覆されている。ＬＥＤチップ１１２が発
する１次光（例えば波長が４００ｎｍ以上５００ｎｍ以下の青色波長領域に発光ピークを
有する青色光）と、１次光により励起された蛍光体１１４が発する２次光（例えば波長が
５５０ｎｍ以上６００ｎｍ以下の黄色波長領域に発光ピークを有する黄色光）とが混合し
、凹部１０８の開口した側の面である出射面１１８より白色光として出射するように構成
されている。
【００８３】
　凹部１０８の内壁面及び底面の表面は高い反射率を備えるようにＡｇなど金属からなる
銀反射層１２０が被着され、反射率が長期間にわたって維持されるよう、ガラス層１２１
により被覆されている。
【００８４】
　図１３（ａ）において、凹部１０８の底面は、銀反射層１２０の一部が離間して形成さ
れた、一対の電極パッド１２３を備える。ＬＥＤチップ１１２はチップ載置部１１３にダ
イボンディングされるとともに、ＬＥＤチップ１１２の電極パッド１２２とパッケージ１
１０の電極パッド１２３とがワイヤボンディングにより電気的に接続される。なお、電極
パッド１２３はワイヤＷが接続される部分において表面が露出させられており、ガラス層
１２１による被覆がなされていない。
【００８５】
　発光装置２００１の下面は、実装基板（図示しない）に相対する実装面１２６であって
、該実装面１２６には外部接続端子１２８が形成され、電極パッド１２３と、外部接続端
子１２８との間に導電性のビア１３０が介在している。ビア１３０は、外部接続端子１２
８が実装基板に形成された配線パターンに接続されることにより、ＬＥＤチップ１１２へ
の電流経路をなしている。
【００８６】
　（製造方法）
　続いて発光装置２００１の製造方法について説明する。図１４は発光装置の製造方法を
示すフローチャート、図１５は積層体の構成を示す断面図、図１６は発光装置の製造方法
を示す断面図である。
【００８７】
　以下パッケージの形成方法から順に説明する。本実施の形態に示されるパッケージはグ
リーンシートと呼ばれるシート状の材料に孔開け、ペースト充填などの加工がなされたも
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のが積層された積層体が焼成されることにより形成された低温同時焼成セラミックスパッ
ケージ（ＬＴＣＣ）である。
【００８８】
　以下、グリーンシート１５０の形成方法から説明する。まず主材料であるアルミナセラ
ミックスの粉末とガラスの混合材料に有機系バインダと溶剤を調合し均一に分散させ、ス
ラリーと呼ばれる材料を準備する。次いで、スラリーは成膜装置によりＰＥＴフィルム上
に一定の厚さで塗布され、乾燥工程を経て巻き取られることによりグリーンシート１５０
が得られる。次いでグリーンシート１５０を、所定の大きさに切断の上、凹部１０８、ビ
ア１３０、電極パッド１２３、およびガラス層１２１などパッケージ１１０の構成要素が
形成されるべき部分に孔開け、ペースト充填などの加工を施す。これらを正確に位置合わ
せして積層し、積層体１５５を形成する（図１５（ｄ））。
【００８９】
　例えば図１５に示すように、ビア１３０、電極パッド１２３、およびチップ載置部１１
３は、グリーンシート１５０に設けられた孔にＡｇなどの金属が分散させられた金属ペー
ストが充填されたもの（図１５（ａ））を積層することにより形成される。なお金属ペー
ストは上下に隣り合う層間で導通し、電極パッド１２３と外部接続端子１２８とが導通さ
せられている。また一対の電極パッド１２３は互いに離間され、絶縁分離させられている
。
【００９０】
　ガラス層１２１は、金属ペーストの層にガラスペーストの層が積層あるいは被着される
ことにより形成される。例えばチップ載置部１１３はグリーンシート１５０に設けられた
孔にガラスペーストが充填されたもの（図１５（ｂ））により銀反射層１２０が被覆され
、ガラス層１２１が形成される。
【００９１】
　なお、電極パッド１２３の表面はガラス被覆されることなく、露出させられている。こ
の部分は、ガラスペーストが充填された部分の、電極パッド１２３の表面が露出させられ
るべき部分に孔が設けられたもの（図１５（ｂ）、（ｃ））を積層することにより、形成
されている。しかして電極パッド１２３の表面は露出させられているため、変質し難い材
質であることが好ましく、金属ペーストとしてＡｕペーストなどにより形成することが好
ましい。
【００９２】
　なお、グリーンシート１５０には複数のパッケージ１１０が同時に形成されるように、
孔開けやペースト充填などが施された加工パターンが繰り返し複数形成される。
【００９３】
　次いで積層体１５５が７００℃から１０００℃、例えば８５０℃から９００℃で焼成さ
れる。これによりグリーンシート１５０の素材であるアルミナ粉末、銀反射層１２０の素
材である金属ペースト、銀反射層１２０を被覆するガラスペースト、電極パッド１２３の
素材であるＡｕペースト、が同時に焼成され、パッケージ１１０が完成する。この時ガラ
スペーストに含まれていたガラスの成分が溶融し銀反射層１２０の表面を平滑に被覆する
。また各素材が同時に焼成されることにより、各層の界面での応力が緩和される効果があ
る。
【００９４】
　なお、パッケージ１１０を構成する層の、それぞれの層厚の例として、チップ載置部１
１３から実装面１２６に至る層は０．５ｍｍ、銀反射層１２０は０．００５ｍｍ、ガラス
層１２１は０．０１ｍｍとして形成することができる。
【００９５】
　続いてＬＥＤチップ１１２の実装以降の工程を図１６に基づいて説明する。なお図１６
においてビア１３０の記載は省略されている。
【００９６】
　焼成のなされた積層体１５５の、各凹部１０８のチップ載置部１１３にシリコーンペー
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スト等のロウ材（図示しない）を塗布し、その上にＬＥＤチップ１１２をダイボンディン
グする。次いでＬＥＤチップ１１２の電極パッド１２２とパッケージ１１０の電極パッド
１２３とをワイヤボンディングにより接続する。この時パッケージ１１０の電極パッド１
２３はガラス被覆されていないため、良好にワイヤボンディングすることができる（図１
６（ａ）、（ｂ））。
【００９７】
　次いで、予め蛍光体１１４が分散された封止樹脂１１６を凹部１０８に充填し硬化させ
ることにより、ＬＥＤチップ１１２を被覆する。封止樹脂１１６は、耐熱性が高く、ガラ
スとの密着性が高いジメチルシリコーンやメチルゴムを好適に用いることができる。例え
ば、ジメチルシリコーンとしてＫＥＲ２５００（信越化学製）を用いた場合、１００℃６
０分の条件により硬化、１５０℃３００分の条件によりアフターキュアされる。ジメチル
シリコーンやメチルゴムは有機変性シリコーン等に比べガス封止性が低いが、銀反射層１
２０の表面はガラス被覆されているため、表面の変質を抑制することができる。
【００９８】
　最後に、個々の発光装置に分割される。分割の方法として例えば、ＵＶシートを用いる
方法がある。これは、実装面１２６をＵＶシート１５８に貼り付けたものをステージに載
置し、積層体１５５の所定の位置をカッターによりダイシングする。次いでＵＶシート１
５８の粘着材をＵＶ光照射により硬化させ、個片に分離する方法がある。
【００９９】
　前述の構成によると、ジメチルシリコーンやメチルゴムとガラスとは密着性が高く、銀
反射層１２０を被覆するガラス層１２１と封止樹脂１１６との剥離を抑制することができ
る。密着性が高い理由の一つは、ガラスの表面は水酸基が露出しており、シリコーン樹脂
との結合力が高いためと推定される。また、ジメチルシリコーンやメチルゴムは有機変性
シリコーン等に比べ弾力性が高いため、熱膨張や収縮など体積の変化が吸収され易いため
と推定される。
【０１００】
　また、封止樹脂１１６の連続耐熱温度は１２０℃以上であることが好ましい。ここで、
パッケージ１１０の熱抵抗を２００℃／Ｗ、ＬＥＤチップ１１２の発熱を０．０６Ｗとし
た場合、パッケージ１１０の温度上昇は、たかだか１２℃に過ぎない。しかしながら発光
装置２００１に要求される寿命は、例えば４万時間という非常に長期間であり、この信頼
性を満足する為に前述のような連続耐熱温度が要求されるのである。
【０１０１】
　なお、蛍光体１１４は、例えばＢＯＳＥ（Ｂａ、Ｏ、Ｓｒ、Ｓｉ、Ｅｕ）などを好適に
用いることができる。またＢＯＳＥの他、ＳＯＳＥ（Ｓｒ、Ｂａ、Ｓｉ、Ｏ、Ｅｕ）、Ｙ
ＡＧ（Ｃｅ賦活イットリウム・アルミニウム・ガーネット）、αサイアロン（（Ｃａ）、
Ｓｉ、Ａｌ、Ｏ、Ｎ、Ｅｕ）、βサイアロン（Ｓｉ、Ａｌ、Ｏ、Ｎ、Ｅｕ）等を好適に用
いることができる。また、ＬＥＤチップ１１２を青色発光のものに代え、例えば発光ピー
ク波長が３９０ｎｍから４２０ｎｍの紫外（近紫外）ＬＥＤとすることにより、さらなる
発光効率の向上を図ることができる。
【０１０２】
　このように、銀反射層１２０と、これを被覆するガラス層１２１と、シリコーン樹脂に
よる樹脂封止とを備えた発光装置２００１は、ガス封止性の高さ、耐熱性の高さと密着性
の高さとが相まって、信頼性が高い。
【０１０３】
　なお、本実施の形態は、封止樹脂１１６に蛍光体１１４が分散させられた構成であるが
、必ずしもこれに限定されない。例えば、蛍光体１１４をＬＥＤチップ１１２の近傍のみ
に被着したものを封止樹脂１１６で被覆した構成であっても良いし、蛍光体１１４を備え
ない構成であってもよい。また、銀反射層１２０は凹部１０８の内壁だけではなく出射面
１１８の周縁部を環状に取り囲む土手１３１の部分まで形成されているが、土手１３１の
部分まで形成されていない構成をとることもできる。要は、封止樹脂１１６と銀反射層１
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２０やパッケージ１１０の表面との間にガラス層１２１が介在する構成であれば、信頼性
の向上を得ることができる。
【０１０４】
　［実施の形態７］
　図１７は実施の形態７の発光装置の構造を示す断面図である。発光装置２００２は、ガ
ラス層１２１に代え、蛍光体１１４が分散された、蛍光体入りガラス層１６０を備えるこ
とを特徴とし、ＬＥＤチップ１１２が発する青色光である１次光と、１次光により励起さ
れた蛍光体１１４が発する黄色光である２次光とが混合し、凹部１０８の開口した側の面
である出射面１１８より白色光として出射するように構成されている。
【０１０５】
　発光装置２００２は、蛍光体入りガラス層１６０が、金属ペーストの層に蛍光体入りガ
ラスペーストの層が積層あるいは被着されることにより形成される点を除き、実施の形態
６と同等である。なお蛍光体入りガラスペーストは、ガラスの粉末に、前述のＢＯＳＥ、
ＳＯＳＥ、ＹＡＧ、αサイアロン、βサイアロン等の蛍光体１１４が分散されてなるもの
である。
【０１０６】
　本実施の形態によると蛍光体１１４は、蛍光体入りガラスペースト中において沈降が少
ないため、蛍光体入りガラス層１６０における蛍光体１１４の密度を、より均一に形成す
ることができる。その結果、出射光の色度ばらつきを抑制することができる。蛍光体１１
４の沈降が少ない理由の一つとして、蛍光体入りガラスペースト中に含有されたガラスの
粉末が蛍光体１１４の沈降を抑制させる作用を呈するためと推定される。
【０１０７】
　なお図１７によると、封止樹脂１１６には蛍光体１１４が分散されていないが、分散さ
せられた構成とすることもできる。
【０１０８】
　また蛍光体入りガラス層１６０の態様として、蛍光体入りガラス層１６０の全て、ある
いは一部分を蛍光体入りとすることができる。好ましくは図１７に示すように、封止樹脂
１１６に接する部分に蛍光体が含有され、土手１３１の部分には蛍光体が含有されていな
い態様である。これにより、土手１３１において蛍光体１１４が外光により励起され黄色
光を発するといった作用を抑制することができる。
【０１０９】
　［実施の形態８］
　図１８は実施の形態８の発光装置の構造を示す断面図である。本実施の形態は、パッケ
ージ１１０の凹部１０８の底面に凹陥部が設けられ、凹陥部の底面に電極パッド１２３が
形成されるとともに、電極パッド１２３と銀反射層１２０との間に、絶縁層１３２が介在
することを特徴とする。それ以外の部分については実施の形態１と同等である。
【０１１０】
　パッケージ１１０の電極パッド１２３近傍においては、電極パッド１２３を互いに離間
し絶縁させるため、電極パッド１２３を取り囲むように、パッケージ１１０の素材である
セラミックスが露出させられている。従って、この部分で出射光の一部が漏れるため、出
射効率が低下する。実施の形態６に示す発光装置２００１ではセラミックスの露出部分は
チップ載置部１１３と略同一平面上に形成されている。一方、本実施の形態では、セラミ
ックスの露出部分は出射光の届きにくい凹陥部の奥まった部分に存在する。従って、電極
パッド１２３近傍のセラミックスの露出部分より漏れる光が抑制され、光の取出し効率の
向上を図ることができる。
【０１１１】
　［実施の形態９］
　図１９（ａ）、（ｂ）は実施の形態９の面光源の構造を示す模式図である。本実施の形
態における面光源２００４は、前述の実施の形態６から８の何れかに記載の構成を備えた
発光装置３０５と該発光装置３０５の出射光を導光し面状発光として出射面３１６より出
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射させる導光板３１０とを備え、発光装置３０５の出射面１１８は導光板３１０の入射端
面３１２に正対されて配置されている。なお、導光板３１０の入射端面３１２における屈
折等は省略して示されている。
【０１１２】
　発光装置３０５の出射光は入射端面３１２を照射するが、一部は導光板３１０の入射端
面３１２や終端面３１４で反射され、発光装置３０５の出射面１１８に戻る。一方、発光
装置３０５の銀反射層１２０は凹部１０８の内壁だけではなく出射面１１８を環状に取り
囲む土手１３１の部分まで形成されている。従って、出射光が導光板３１０の入射端面３
１２で反射した光や、導光板３１０の終端面３１４で反射して戻ってきた光を再び反射さ
せて、入射させることができるため、光の利用効率が高い。
【０１１３】
　本発明は上述した各実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々
の変更が可能であり、異なる実施の形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わ
せて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１１４】
　〔まとめ〕
　本発明の一態様に係る発光装置は、セラミックス基板の上部にある発光領域、および、
上記セラミックス基板の上部のうち上記発光領域を囲む周辺領域を有する、外形がほぼ正
方形状の上記セラミックス基板と、上記セラミックス基板の上記発光領域上に設けられた
光反射層と、上記光反射層上に設けられた複数の発光ダイオードチップと、上記周辺領域
においてそれぞれ上記セラミックス基板の任意の縁から離れて位置する、正電極外部接続
端子および負電極外部接続端子と、上記複数の発光ダイオードチップを上記正電極外部接
続端子および上記負電極外部接続端子に接続する、上記セラミックス基板の上部の上に設
けられた複数の配線パターンと、上記周辺領域を覆わずに上記発光領域を覆い、かつ、上
記複数の発光ダイオードチップを封止する封止樹脂とを備え、上記正電極外部接続端子お
よび上記負電極外部接続端子は、上記封止樹脂に対して互いに反対側に位置するように、
それぞれ上記セラミックス基板の対角部に配置される。
【０１１５】
　本発明の一態様に係る発光装置は、４つの角部を有し、上部に発光領域と上記発光領域
を囲む周辺領域とを有する単一基板と、上記単一基板の上記発光領域上に設けられた光反
射層と、上記光反射層上に設けられた複数の発光ダイオードチップと、上記周辺領域に設
けられ、かつ、上面視においてそれぞれ上記単一基板の任意の縁から離れて位置する、正
電極外部接続端子および負電極外部接続端子と、上記複数の発光ダイオードチップを上記
正電極外部接続端子および上記負電極外部接続端子に接続する、上記単一基板の上部に設
けられた複数の配線パターンと、上記周辺領域を覆わずに上記発光領域を覆い、かつ、上
記複数の発光ダイオードチップを封止する蛍光体含有封止樹脂とを備え、上記正電極外部
接続端子および上記負電極外部接続端子は、上記発光領域を間に挟んで位置するように、
それぞれ上記単一基板の対角部に配置される。
【０１１６】
　本発明の一態様に係る発光装置は、セラミックス基板の上部にある発光領域、および、
上記セラミックス基板の上部のうち上記発光領域を囲む周辺領域を有する上記セラミック
ス基板と、上記セラミックス基板の上記発光領域上に設けられた光反射層と、上記光反射
層上に設けられた複数の発光ダイオードチップと、上記周辺領域においてそれぞれ上記セ
ラミックス基板の任意の縁から離れて位置する、正電極外部接続端子および負電極外部接
続端子と、上記複数の発光ダイオードチップを上記正電極外部接続端子および上記負電極
外部接続端子に接続する、上記セラミックス基板の上部の上に設けられた複数の配線パタ
ーンと、上記周辺領域を覆わずに上記発光領域を覆い、かつ、上記複数の発光ダイオード
チップを封止する封止樹脂とを備える。
【０１１７】
　本発明の一態様に係る発光装置は、セラミックス基板と、外部に露出するように前記セ
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ラミックス基板に設けられた複数の外部端子と、前記セラミックス基板の中に位置する金
属放熱体と、前記複数の外部端子とは電気的に接続されておらず、かつ、前記金属放熱体
上に設けられた光反射層と、前記複数の外部端子と電気的に接続され、かつ、前記光反射
層の上面の上に絶縁体を介して設けられた発光ダイオードチップと、前記発光ダイオード
チップを封止する封止樹脂とを備え、前記光反射層の厚さは前記金属放熱体の厚さより小
さく、前記光反射層の下面の一部は、前記金属放熱体の上面と接続されており、前記金属
放熱体の一部は、前記セラミックス基板の表面から見て前記光反射層が形成されていない
領域にも延びて配置されており、前記絶縁体は、前記光反射層の上面および前記光反射層
の側面を覆い、かつ、前記発光ダイオードチップによって出射され前記光反射層によって
反射された光を透過する。
【０１１８】
　本発明の一態様に係る発光装置は、セラミックス回路基板と、発光ダイオードチップと
、前記発光ダイオードチップを封止する封止樹脂とを備え、前記セラミックス回路基板は
、（ｉ）セラミックス基板と、（ｉｉ）外部に露出するように前記セラミックス回路基板
の下面に設けられた、第１外部端子および第２外部端子と、（ｉｉｉ）前記セラミックス
基板の中に位置する金属放熱体と、（ｉｖ）前記第１外部端子および前記第２外部端子と
は電気的に接続されておらず、かつ、前記金属放熱体上に設けられた光反射層と、（ｖ）
前記光反射層の上面および前記光反射層の側面を覆い、かつ、前記光反射層によって反射
された光を透過する絶縁体と、（ｖｉ）前記第１外部端子および前記第２外部端子にそれ
ぞれ電気的に接続された正電極および負電極とを備え、前記正電極および前記負電極のそ
れぞれの下面は、前記光反射層の下面と同じ高さに位置し、前記発光ダイオードチップは
、前記光反射層の上方に位置するように、前記セラミックス回路基板の上面上に設けられ
ており、前記絶縁体は、前記発光ダイオードチップと前記光反射層との間に設けられてお
り、前記発光ダイオードチップは、前記正電極および前記負電極を介して、前記第１外部
端子および前記第２外部端子と電気的に接続されており、前記金属放熱体の一部は、前記
セラミックス基板の表面から見て前記光反射層が形成されていない領域にも延びて配置さ
れている。
【０１１９】
　本発明の一態様に係る発光装置は、基板上に光を出射する半導体装置及び複数の外部接
続端子を有する発光装置において、前記基板上に形成され、前記半導体装置からの出射光
を反射し、前記基板上の周縁部を除く中央領域である半導体装置の搭載面の下方に配され
ており、前記基板上の周縁部には配されていない光反射層と、少なくとも前記光反射層を
被覆し、かつ、前記光反射層にて反射した光を透過する被覆層とを備え、前記半導体装置
は、前記被覆層上に形成されるとともに、前記外部接続端子と接続部を介して電気的に接
続されており、前記半導体装置と前記接続部とを覆うように封止樹脂で封止されており、
前記半導体装置は、発光ダイオードチップであり、前記被覆層は、ガラスから成り、前記
接続部は配線パターン及びボンディングワイヤから成り、前記配線パターンは、前記基板
上もしくは前記被覆層上に、互いに平行に、かつ、互いに距離をおいて形成され、前記半
導体装置は、前記配線パターン間に複数設置されており、前記配線パターンと前記半導体
装置とは前記ボンディングワイヤによって接続されている。
【０１２０】
　本発明の一態様に係る発光装置は、基板上に光を出射する半導体装置及び複数の外部接
続端子を有する発光装置において、前記基板上に形成され、前記半導体装置からの出射光
を反射する光反射層と、少なくとも前記光反射層を被覆し、かつ、前記光反射層にて反射
した光を透過する被覆層とを備え、前記半導体装置は、前記被覆層上に形成されるととも
に、前記外部接続端子と接続部を介して電気的に接続されており、前記半導体装置と前記
接続部とを覆うように封止樹脂で封止されており、前記半導体装置は、発光ダイオードチ
ップであり、前記被覆層は、ガラスから成り、前記接続部は配線パターン及びボンディン
グワイヤから成り、前記配線パターンは、前記基板上もしくは前記被覆層上に、互いに平
行に、かつ、互いに距離をおいて形成され、前記半導体装置は、前記配線パターン間に複



(18) JP 6058195 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

数設置されており、前記配線パターンと前記半導体装置とは前記ボンディングワイヤによ
って接続されている。
【０１２１】
　上記の構成によれば、半導体装置から下側（基板側）への出射光を光反射層が反射する
ことにより、出射光のロスを減少させ有効に活用できるため、発光装置の発光量を高める
ことができ、光反射層を被覆層で被覆しているため光反射層の変質または劣化、さらには
それに起因した反射率の低下を抑制するという効果を奏する。
【０１２２】
　加えて、上記の構成によれば、半導体装置の数を自由に調整することができ、発光装置
の輝度調整、色度調整、及び発熱対策が容易になる。
【０１２３】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記基板内に、前記光反射層、前記外部接続端子、
もしくはその双方とそれぞれ接合される、金属から成る放熱ビアを備えていることが好ま
しい。
【０１２４】
　上記の構成によれば、光反射層または外部接続端子、に接続された放熱ビアにより、発
光装置の放熱性をさらに高めることができる。
【０１２５】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記放熱ビアは、前記基板表面に対して垂直方向
に形成されていることが好ましい。
【０１２６】
　さらに前記放熱ビアは、銀、または銀を主成分とする銀合金から成ることが好ましい。
【０１２７】
　上記の構成によれば、光反射層による基板平面方向への放熱に加え、基板垂直方向への
放熱性が高まるため、発光装置の放熱性がさらに高まる。これにより小領域への半導体装
置の集積化が可能となる。
【０１２８】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記配線パターンは金から成ることが好ましい。
【０１２９】
　上記の構成によれば、配線パターンが金で形成されているため、配線パターンの劣化等
による経年変化を抑制することができる。
【０１３０】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記配線パターンと前記被覆層との間に、ニッケ
ルまたはクロム層が形成されていることが好ましい。
【０１３１】
　上記の構成によれば、ガラスからなる被覆層と配線パターンとの密着性が向上し、配線
パターンの劣化等による経年変化を抑制することができる。
【０１３２】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記封止樹脂は、蛍光体を含んでいることが好ま
しい。
【０１３３】
　上記の構成によれば、蛍光体が半導体装置からの光を吸収し、別の波長の光を発するこ
とにより、単一光を発する半導体装置を用いてそれ以外の光（例えば白色光）を発する発
光装置を得ることができる。
【０１３４】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記封止樹脂は、蛍光体を含んでいる蛍光体含有
樹脂部、及び前記蛍光体含有樹脂部を覆うように形成されている透明樹脂部、により構成
されていることが好ましい。
【０１３５】
　上記の構成によれば、蛍光体含有樹脂部を透明樹脂部によって保護することができる。
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【０１３６】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記封止樹脂の外形形状がドーム型であることが
好ましい。
【０１３７】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記蛍光体含有樹脂部の外形形状、及び前記透明
樹脂部の外形形状がドーム型であることが好ましい。
【０１３８】
　上記の構成によれば、封止樹脂の光照射方向側に角となる部分がないので、照射光の屈
折方向が連続的に変化する。よって、照射光の強度のむらが低減できるという効果を奏す
る。
【０１３９】
　〔付記事項〕
　本発明の一態様に係る発光装置は、基板上に光を出射する半導体装置及び複数の外部接
続端子を有し、前記基板上に形成され前記半導体装置からの出射光を反射する光反射層と
、少なくとも前記光反射層を被覆し、かつ、前記光反射層にて反射した光を透過する被覆
層とを備え、前記半導体装置は、前記被覆層上に形成されるとともに、前記外部接続端子
と接続部を介して電気的に接続されており、前記半導体装置と前記接続部とを覆うように
封止樹脂で封止されている。
【０１４０】
　上記の構成によれば、半導体装置から下側（基板側）への出射光を光反射層が反射する
ことにより、出射光のロスを減少させ有効に活用できるため、発光装置の発光量を高める
ことができ、光反射層を被覆層で被覆しているため光反射層の変質または劣化、さらには
それに起因した反射率の低下を抑制するという効果を奏する。
【０１４１】
　前記光反射層は、９０％以上の光反射率を有することが好ましい。
【０１４２】
　上記の構成によれば、光反射層が高い光反射率を有するためさらに発光装置の発光量を
増すことができる。
【０１４３】
　前記光反射層は、銀、または銀を主成分とする銀合金から成ることが好ましい。
【０１４４】
　上記の構成によれば、銀または銀合金層で光反射層を形成することにより、半導体装置
の発熱を基板の面方向に放散し、発光装置の放熱性を高めることができる。これにより、
発光装置の発熱による色ズレを抑制することができる。
【０１４５】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記基板が、セラミックスを基材としてもよい。さ
らに前記基板は、低温同時焼成セラミックスを基材としてもよい。
【０１４６】
　上記の構成によれば、低温同時焼成セラミックスは一般の有機材料より熱伝導率が高い
ため、発光装置の放熱性をさらに高めることができ、半導体装置の集積化を可能とする。
【０１４７】
　本発明に係る発光装置は、前記基板が、ガラス粉末とセラミック粉末とを材料として焼
成したものであることが好ましい。前記ガラス粉末は、例えばシリカガラス、ソーダ石灰
ガラス、ほう珪酸ガラス、アルミノホウ珪酸ガラス、ほう珪酸亜鉛ガラス、アルミノ珪酸
ガラスまたは燐酸ガラスを含むものを使用することができる。また前記セラミック粉末は
、例えばＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、ＺｎＯ、ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＺｎＡ
ｌ２Ｏ４、ＭｇＳｉＯ３、ＭｇＳｉＯ４、Ｚｎ２ＳｉＯ４、Ｚｎ２ＴｉＯ４、ＳｒＴｉＯ

３、ＣａＴｉＯ３、ＭｇＴｉＯ３、ＢａＴｉＯ３、ＣａＭｇＳｉ２Ｏ６、ＳｒＡｌ２Ｓｉ

２Ｏ８、ＢａＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＣａＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、Ｍｇ２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８、Ｚ
ｎ２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８、ＡｌＮ、ＳｉＣ、ムライトまたはゼオライトを含むものを使用
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することができる。
【０１４８】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記被覆層がガラスから成り、前記ガラスは、例え
ばシリカガラス、ソーダ石灰ガラス、ほう珪酸ガラス、アルミノホウ珪酸ガラス、ほう珪
酸亜鉛ガラス、アルミノ珪酸ガラスまたは燐酸ガラスを含むものを使用することができる
。
【０１４９】
　上記の構成によれば、基板及び被覆層がガラス粉末を含んでおり、基板と被覆層との密
着性が良好になり、光反射層の劣化等による経年変化をさらに抑制し、反射率の低下を抑
制することができる。特にほう珪酸ガラス（Ｎａ２Ｏ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２）は熱膨張係
数が小さく、熱衝撃温度が高く、酸化ホウ素が多く含まれているため化学的な耐久性が高
いため、さらに光反射層を保護する効果が高い。
【０１５０】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記半導体装置が、発光ダイオードチップであり、
前記被覆層は、ガラスから成り、前記接続部は配線パターン及びボンディングワイヤから
成り、前記配線パターンは、前記基板上もしくは前記被覆層上に、互いに平行に、かつ、
互いに距離をおいて形成され、前記半導体装置は、前記配線パターン間に複数設置されて
おり、前記配線パターンと前記半導体装置とは前記ボンディングワイヤによって接続され
ていてもよい。
【０１５１】
　上記の構成によれば、半導体装置の数を自由に調整することができ、発光装置の輝度調
整、色度調整、及び発熱対策が容易になる。
【０１５２】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記基板内に、前記光反射層、前記外部接続端子、
もしくはその双方とそれぞれ接合される、金属から成る放熱ビアを備えていることが好ま
しい。
【０１５３】
　上記の構成によれば、光反射層または外部接続端子、に接続された放熱ビアにより、発
光装置の放熱性をさらに高めることができる。
【０１５４】
　前記放熱ビアは、前記基板表面に対して垂直方向に形成されていることが好ましい。
【０１５５】
　さらに前記放熱ビアは、銀、または銀を主成分とする銀合金から成ることが好ましい。
【０１５６】
　上記の構成によれば、光反射層による基板平面方向への放熱に加え、基板垂直方向への
放熱性が高まるため、発光装置の放熱性がさらに高まる。これにより小領域への半導体装
置の集積化が可能となる。
【０１５７】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記配線パターンは金から成ることが好ましい。
【０１５８】
　上記の構成によれば、配線パターンが金で形成されているため、配線パターンの劣化等
による経年変化を抑制することができる。
【０１５９】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記配線パターンと前記被覆層との間に、ニッケル
またはクロム層が形成されていることが好ましい。
【０１６０】
　上記の構成によれば、ガラスからなる被覆層と配線パターンとの密着性が向上し、配線
パターンの劣化等による経年変化を抑制することができる。
【０１６１】
　本発明に係る発光装置は、前記半導体装置が、前記被覆層上に接着用樹脂を介して設置
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されていてもよい。
【０１６２】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記封止樹脂は、蛍光体を含んでいることが好まし
い。
【０１６３】
　上記の構成によれば、蛍光体が半導体装置からの光を吸収し、別の波長の光を発するこ
とにより、単一光を発する半導体装置を用いてそれ以外の光（例えば白色光）を発する発
光装置を得ることができる。
【０１６４】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記封止樹脂は、蛍光体を含んでいる蛍光体含有樹
脂部、及び前記蛍光体含有樹脂部を覆うように形成されている透明樹脂部、により構成さ
れていることが好ましい。
【０１６５】
　上記の構成によれば、蛍光体含有樹脂部を透明樹脂部によって保護することができる。
【０１６６】
　本発明に係る発光装置は、前記封止樹脂の外形形状がドーム型であることが好ましい。
【０１６７】
　本発明に係る発光装置は、前記蛍光体含有樹脂部の外形形状、及び前記透明樹脂部の外
形形状がドーム型であることが好ましい。
【０１６８】
　上記の構成によれば、封止樹脂の光照射方向側に角となる部分がないので、照射光の屈
折方向が連続的に変化する。よって、照射光の強度のむらが低減できるという効果を奏す
る。
【０１６９】
　本発明の一態様に係る発光装置は、発光ダイオードチップと、該発光ダイオードチップ
をチップ載置部にダイボンディングするとともに、前記発光ダイオードチップの出射光を
反射する銀反射層を備えたパッケージと前記発光ダイオードチップを被覆する封止樹脂を
備えた発光装置であって、前記銀反射層はガラス層により被覆されてなる。
【０１７０】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記封止樹脂の材質がジメチルシリコーンもしくは
メチルゴムであることが好ましい。
【０１７１】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記封止樹脂は前記発光ダイオードチップから発す
る１次光の少なくとも一部を吸収して前記１次光よりも長波長の２次光に変換する蛍光体
を分散させたものであることが好ましい。
【０１７２】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記銀反射層が、前記発光装置の出射面の周縁部に
形成されることが好ましい。
【０１７３】
　本発明の一態様に係る発光装置は、前記チップ載置部に凹陥部が形成され、前記凹陥部
の底面に電極パッドが形成されることが好ましい。
【０１７４】
　本発明の一態様に係る発光装置用パッケージの製造方法は、アルミナを主材料とする複
数のグリーンシートを準備する工程と、前記グリーンシートの一部に孔開け加工する工程
と、前記孔に金属ペーストまたはガラスペーストの少なくとも一方を充填する工程と、前
記複数のグリーンシートを、前記金属ペーストが前記ガラスペーストにより被覆されるよ
うに積層し焼成する工程を順に有する。
【０１７５】
　以上のように、本発明の一態様に係る発光装置は、基板上に光を出射する半導体装置及
び複数の外部接続端子を有し、前記基板上に形成され前記半導体装置からの出射光を反射
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する光反射層と、少なくとも前記光反射層を被覆し、かつ、前記光反射層にて反射した光
を透過する被覆層とを備え、前記半導体装置は、前記被覆層上に形成されるとともに、前
記外部接続端子と接続部を介して電気的に接続されており、前記半導体装置と前記接続部
とを覆うように封止樹脂で封止されている。
【０１７６】
　上記の構成によれば、半導体装置から下側（基板側）への出射光を光反射層が反射する
ことにより、出射光のロスを減少させ有効に活用できるため発光装置の発光量を高めるこ
とができ、光反射層を被覆層で被覆しているため光反射層の変質、または劣化、さらには
それに起因した反射率の低下を抑制するという効果を奏する。
【０１７７】
　また、本発明に係る発光装置は、上記光反射層を被覆層によって十分保護しているため
、封止樹脂として、ガス封止性がやや低い場合があるものの、耐熱性が高く、ガラスとの
密着性が高いジメチルシリコーンやメチルゴムを好適に用いることができる。
【０１７８】
　本発明に係る発光装置用パッケージの製造方法は、グリーンシートを積層した基板素材
を焼成すると同時に反射層とその被覆層を焼成して発光装置用パッケージを製造するもの
であるため、焼成工程が１回で済み低コストになる。
【０１７９】
　本発明の一態様に係る発光装置は以下のように表現することもできる。
【０１８０】
　本発明の一態様に係る発光装置は、基板上に光を出射する半導体装置及び複数の外部接
続端子を有する発光装置において、前記基板上に形成され、前記半導体装置からの出射光
を反射する光反射層と、少なくとも前記光反射層を被覆し、かつ、前記光反射層にて反射
した光を透過する被覆層とを備え、前記半導体装置は、前記被覆層上に形成されるととも
に、前記外部接続端子と接続部を介して電気的に接続されており、前記半導体装置と前記
接続部とを覆うように封止樹脂で封止されている。
【０１８１】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記光反射層は、９０％以上の光反射率を有する
。
【０１８２】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記光反射層は、銀、または銀を主成分とする銀
合金から成る。
【０１８３】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記基板は、セラミックスを基材とする。
【０１８４】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記基板は、低温同時焼成セラミックスを基材と
する。
【０１８５】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記低温同時焼成セラミックスは、ガラス粉末と
セラミック粉末を材料として焼成したものである。
【０１８６】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記ガラス粉末は、シリカガラス、ソーダ石灰ガ
ラス、ほう珪酸ガラス、アルミノホウ珪酸ガラス、ほう珪酸亜鉛ガラス、アルミノ珪酸ガ
ラスまたは燐酸ガラスを含む。
【０１８７】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記セラミック粉末は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、
ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、ＺｎＯ、ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ４、ＭｇＳｉＯ３、ＭｇＳ
ｉＯ４、Ｚｎ２ＳｉＯ４、Ｚｎ２ＴｉＯ４、ＳｒＴｉＯ３、ＣａＴｉＯ３、ＭｇＴｉＯ３

、ＢａＴｉＯ３、ＣａＭｇＳｉ２Ｏ６、ＳｒＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、ＢａＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、
ＣａＡｌ２Ｓｉ２Ｏ８、Ｍｇ２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８、Ｚｎ２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１８、ＡｌＮ
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、ＳｉＣ、ムライトまたはゼオライトを含む。
【０１８８】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記被覆層はガラスから成り、前記ガラスは、シ
リカガラス、ソーダ石灰ガラス、ほう珪酸ガラス、アルミノホウ珪酸ガラス、ほう珪酸亜
鉛ガラス、アルミノ珪酸ガラスまたは燐酸ガラスから成る。
【０１８９】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記半導体装置は、発光ダイオードチップであり
、前記被覆層は、ガラスから成り、前記接続部は配線パターン及びボンディングワイヤか
ら成り、前記配線パターンは、前記基板上もしくは前記被覆層上に、互いに平行に、かつ
、互いに距離をおいて形成され、前記半導体装置は、前記配線パターン間に複数設置され
ており、前記配線パターンと前記半導体装置とは前記ボンディングワイヤによって接続さ
れている。
【０１９０】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記基板内に、前記光反射層、前記外部接続端子
、もしくはその双方とそれぞれ接合される、金属から成る放熱ビアを備えている。
【０１９１】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記放熱ビアは、前記基板表面に対して垂直方向
に形成されている。
【０１９２】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記放熱ビアは、銀、または銀を主成分とする銀
合金から成る。
【０１９３】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記配線パターンは金から成る。
【０１９４】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記配線パターンと前記被覆層との間に、ニッケ
ルまたはクロム層が形成されている。
【０１９５】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記半導体装置は、前記被覆層上に接着用樹脂を
介して設置されている。
【０１９６】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記封止樹脂は、蛍光体を含んでいる。
【０１９７】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記封止樹脂は、蛍光体を含んでいる蛍光体含有
樹脂部、及び前記蛍光体含有樹脂部を覆うように形成されている透明樹脂部、により構成
されている。
【０１９８】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記封止樹脂の外形形状がドーム型である。
【０１９９】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記蛍光体含有樹脂部の外形形状、及び前記透明
樹脂部の外形形状がドーム型である。
【０２００】
　本発明の一態様に係る発光装置では、発光ダイオードチップと、該発光ダイオードチッ
プをチップ載置部にダイボンディングするとともに、前記発光ダイオードチップの出射光
を反射する銀反射層を備えたパッケージと、前記発光ダイオードチップを被覆する封止樹
脂を備えた発光装置であって、前記銀反射層はガラス層により被覆されてなる。
【０２０１】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記封止樹脂の材質がジメチルシリコーンもしく
はメチルゴムである。
【０２０２】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記封止樹脂は前記発光ダイオードチップから発
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体を分散させたものである。
【０２０３】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記銀反射層が、前記発光装置の出射面の周縁部
に形成されている。
【０２０４】
　本発明の一態様に係る発光装置では、前記チップ載置部に凹陥部が形成され、前記凹陥
部の底面に電極パッドが形成されている。
【０２０５】
　本発明の一態様に係る発光装置用パッケージの製造方法は、アルミナを主材料とする複
数のグリーンシートを準備する工程と、前記グリーンシートの一部に孔開け加工する工程
と、前記孔に金属ペーストまたはガラスペーストの少なくとも一方を充填する工程と、前
記複数のグリーンシートを、前記金属ペーストが前記ガラスペーストにより被覆されるよ
うに積層し焼成する工程を順に有する。
【産業上の利用可能性】
【０２０６】
　本発明は照明装置または液晶ディスプレイのバックライトに適用することができる。
【符号の説明】
【０２０７】
１、１０、１１　　ＬＴＣＣ基板（基板）
２、１２０　　銀反射層（光反射層）
３、１２１　　ガラス層
４、１１２　　ＬＥＤチップ
Ｗ　　ボンディングワイヤ（接続部）
６、６１、６２　　蛍光体含有封止樹脂（封止樹脂）
７、７１　　負電極外部接続端子（外部接続端子）
８、８１　　正電極外部接続端子（外部接続端子）
９　　配線パターン（接続部）
１０ａ～１０ｊ、１１ａ～１１ｊ　　ＬＴＣＣ層
１２　　アルミナ基板（基板）
２１　　放熱ビア
２２　　配線ビア
４１、１１３　　チップ載置部
６３　　蛍光体含有樹脂部
６４　　透明樹脂部
１１０　　パッケージ
１１４　　蛍光体
１０００、１００２、１００３、１００４、１００５、２００１、２００２、２００３　
　発光装置
１００１　　発光部
２００４　　面光源
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